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１．設置を要する防火対象物 
 
               規 模 
等 
防火対象物 

 
 
  一   般 

 
 11  階 
 以 上 

 
 指 定 
 可燃物 

 
 
  そ の 他 

 
 
(1)項～(4)項・(5)項イ・(6) 
項・(16の2)項 

 
延べ面積300㎡
以上（(2)項・
(3)項のみ床面
積100㎡以上(
注１)） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 全 部 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 500 倍 
 
 以 上 

 
１ 地階、無窓階 
 ３階以上で床面  
積300㎡以上 
 
２ 駐車場の用に  
供する階のうち  
地階又は２階以  
上で床面積が20  
0㎡以上 
 
３ 通信機室で床  
面積500㎡以上 
 
４ 道路の用に供  
される部分で床  
面積が屋上部分 
 600㎡以上、それ 
 れ以外の部分40  
0㎡以上 

 
(5)項ロ・(7)項・(8)項・(9)
項ロ・(10)項・(12)項・(13)
項イ・(14)項 

 
     〃 
  500㎡以上 

 
(9)項イ 

 
     〃   
  200㎡以上 

 
(11)項・(15)項 

 
     〃   
 1,000㎡以上 

 
(13)項ロ・(17)項 

 
 全    部 

 
 
 
(16)項イ・(16の3)項 

 
延面積500㎡以
上で（(特)300
㎡以上(16)項
イのみ100㎡以
上(注２)） 

備考 
１ （特）は特定防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計を表わす。 
２ （注１）は、地階又は無窓階（(16)項イにあっては同表(2)項又は(3)項の用途に供される部 
分が存するものに限る。） 
３ （注２）は、地階又は無窓階で、(2)項又は(3)項に掲げる防火対象物に用途に供される部分 
の床面積の合計が、100 ㎡以上の階 
 
 
２．感知器の設置に関する選択基準 
 
  ２－１）警戒区域 
 
     原      則 

 
      例          外 

 
防火対象物の２以上の階にわた 
らないこと 

 
２の階にわたる警戒区域の面積が500㎡以下の場 
合（２の階にわたるいずれかの部分に階段がある
ること） 
 
煙感知器を階段、傾斜路並びにパイプシャフト、
パイプダクト等、その他これらに類するものに設
置する場合 

 
一の警戒区域の面積は600㎡以下
とし、その一辺の長さは50ｍ以下
（光電式分離型感知器を設置す
る場合にあっては100ｍ以下）と
すること。 

 
防火対象物の主要な出入口から内部を見通すこと
ができる場合にあっては、その面積を1,000㎡以下
とすることができる。 
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３．感知器の選択基準：別表 １       （H.6.2.15 消防予 35） 
 
 

設   置   場   所 
 

適 応 感 知 器 
 
  
  炎 
 
  感 
 
  知 
 
  器 

 
 
 
 

環 境 状 態 

 
 
 
 

具  体  例 

 
 差 ス 
   ポ 
 動 ッ 
    ト 
 式 型 

 
 差 分 
      
 動 布 
       
 式 型 

 
 補 ス 
    ポ 
 償 ッ 
    ト 
 式 型 

 
  定 
 
  温 
 
  式 

 
 熱 
 ア 
 ナ    

ロ ス 
 グ ポ 
 式 ッ 
    ト 
    型 

 
１ 
種 

 
２ 
種 

 
１ 
種 

 
２ 
種 

 
１ 
種 

 
２

種 

 
特

種 

 
１

種 
 
 
 規 
 

 
 
じんあい、微粉等が多

量に滞留する場所 

ごみ集積所、荷捌室、塗装

室、紡績・製材・石材等の

加工場、荷造場、梱包場、

仕切場、仕分場、製粉場、

製綿場、精米場、リネン室

、じんかい室、集塵室、石

炭庫等 

 
 
 
○ 

 
 
 
○ 

 
 
 
○ 

 
 
 
○ 

 
 
 
○ 

 
 
 
○ 

 
 
 
○ 

 
 
 
○ 

 
 
 
  ○ 

 
 
 
  ○ 

 

水蒸気が多量に滞留す

る場所 

蒸気洗浄室、脱衣室、湯沸

室、消毒室、抄紙工場、ジ

ュース・牛乳工場の洗浄又

は充填場等 

 
 
× 

 
 
× 

 
 
× 

 
 
○ 

 
 
× 

 
 
○ 

 
 
○ 

 
 
○ 

 
 
 ○ 

 
 
  × 

腐食性ガスが発生する

おそれのある場所 
メッキ工場、バッテリー室

、汚水処理場等 
 
× 

 
× 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
  ○ 

 
  × 

厨房その他正常時にお

いて煙が滞留する場所 
厨房室、調理室、溶接作業

場、その他これらに類する

場所 

 
× 

 
× 

 
× 

 
× 

 
× 

 
× 

 
○ 

 
○ 

 
  ○ 

 
  × 

 

著しく高温となる場所 
乾燥室、殺菌室、ボイラー

室、鋳造書、映写室、スタ

ジオ等 

 
 
× 

 
 
× 

 
 
× 

 
 
× 

 
 
× 

 
 
× 

 
 
○ 

 
 
○ 

 
 
  ○ 

 
 
  × 

 
排気ガスが多量に滞留

する場所 

駐車場、車庫、荷物取扱所

、車路、自家発電室、トラ

ックヤード、エンジンテス

ト室等 

 
 
○ 

 
 
○ 

 
 
○ 

 
 
○ 

 
 
○ 

 
 
○ 

 
 
× 

 
 
× 

 
 
  ○ 

 
 
  ○ 

  
煙が多量に流入するお

それがある場所 

配膳室、厨房の前室、厨房

内にある食品庫、ダムウエ

ーダー、厨房周辺の廊下及

び通路、食堂等 

 
 
○ 

 
 
○ 

 
 
○ 

 
 
○ 

 
 
○ 

 
 
○ 

 
 
○ 

 
 
○ 

 
 
  ○ 

 
 
  × 

 
 
結露が発生する場所 

スレート又は鉄板で葺いた

屋根の倉庫・工場、パッケ

ージ型冷却機専用の収納室

、密閉された地下倉庫、冷

凍室の周辺等 

 
 
 
× 

 
 
 
× 

 
 
 
○ 

 
 
 
○ 

 
 
 
○ 

 
 
 
○ 

 
 
 
○ 

 
 
 
○ 

 
 
 
  ○ 

 
 
 
  × 

 
火を使用する設備で火

炎が露出するもの 
が設けられている場所 

 
ガラス工場、キューポラの

ある場所、溶接作業所、 
厨房、鋳造所、鍛造所等 

 
 
 
× 

 
 
 
× 

 
 
 
× 

 
 
 
× 

 
 
 
× 

 
 
 
× 

 
 
 
○ 

 
 
 
○ 

 
 
 
  ○ 

 
 
 
  × 

注１  ○印は当該場所に適応することを示し、×印は当該場所に適合しないことを示す。 
 ２  設置場所の欄に掲げる「具体例」については感知器の取付け面の付近（炎感知器にあっては公称監視距離  

の範囲）が「環境状態」の欄に掲げるような状態にあるものを示す。 
  ３ 作動式スポット型、作動式分布型及び補償式スポット型の１種は感度が良いため非火災報の発生について  

は２種に比べて不利な条件にあることに留意すること。                         

４ 作動式分布型３種及び定温式２種は消火設備と連動する場合に限り使用できること。 
  ５ 多信号感知器にあっては、その有する種別、公称作動温度の別に応じ、そのいずれもが別表第１により適  

応感知器とされたものであること。 
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備                       考 

 
１．規則23-5-6号の規程による地階、無窓階及び11階以上の部分では、炎感知器を設置しなければならないが

、 炎感知器による監視が著しく困難な場合等では、令32条を適用して、適応熱感知器を設置できる。 
２．作動式分布型感知器を設ける場合は、検出部にじんあい、微粉等が浸入しない措置をしたものであること

。 
３．作動式スポット型感知器又は補償式スポット型感知器を設ける場合は、じんあい、微粉等が浸入しない構

 造のものであること。 
４．定温式感知器を設ける場合は、特殊が望ましい。 
５．紡績・製材の加工場等火災拡大が急速になるおそれのある場所に設ける場合は、定温式感知器にあっては

 特種で公称作動温度75℃以下のもの、熱アナログ式スポット型感知器にあっては火災表示に係る設定表示温

 度は80℃以下が望ましい。 
 
１．差動式分布型感知器又は補償式スポット型感知器は、急激な温度変化を伴わない場所に限り使用すること

。 
２．差動式分布型感知器を設ける場合は、検出部に水蒸気が浸入しない措置をしたものであること。 
３．補償式スポット型感知器、定温式感知器又は熱アナログ式スポット型感知器を設ける場合は、防水型を使

 用すること。 
 
１．差動式分布型感知器を設ける場合は、感知部が被覆され、検出部が腐食性ガスの影響を受けないもの又は

 検出部に腐食性ガスが浸入しない措置をしたものであること。 
２．補償式スポット型感知器、定温式感知器又は熱アナログ式スポット型感知器を設ける場合は、腐食性ガス

 の性状に応じ、耐酸型又は耐アルカリ型を使用すること。 
３．定温式感知器を設ける場合は、特種が望ましい。 
 
    厨房、調理室等で高湿度となるおそれのある場所に設ける感知器は、防水型を設けること。 

 

 
１．規則第23-5-6号の規程による地階、無窓階及び11階以上の部分では、炎感知器を設置しなければならない

 が、炎感知器による監視が著しく困難な場合等では、令32条を適用して、適応感知器を設置できる。 
２．熱アナログ式スポット型感知器を設ける場合は、火災表示に係る設定表示温度は60℃以下であること。 
 
１．固型燃料等の可燃物が収納される配膳室、厨房の前室等に設ける定温式感知器は、特種のものが望ましい

。 
２．厨房周辺の廊下及び通路、食堂等については、定温式感知器を使用しないこと。 
３．上記２．の場所にアナログ式スポット型感知器を設ける場合は、火災表示に係る設定表示温度は60℃以下

 であること。 
 
１．補償式スポット型感知器、定温式感知器又は熱アナログ式スポット型感知器を設ける場合は、防水型を使

 用すること。  
２．補償式スポット型感知器は、急激な温度変化を伴わない場所に限り使用すること。 
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３．感知器の選択基準：別表 ２              （H.6.2.15 消防予 35） 
 
 設   置   場   所 

 
 適応熱感知器 

 
  適応熱感知器  

 
炎 
   
感   
知   
器 

 
 
 
 
 
 備 考 

 
 
 
 
環 境 状 態       

 
 
 
 

具 体 例 

差 
動 
式 
 
ス
ポ
ッ
ト
型 

差 
動 
式 
 
分 
布 
型 

補 
償 
式 
ス
ポ
ッ
ト
型 

定    
温    
式 

熱
ア
ナ
ロ
グ
式
ス
ポ
ッ
ト
型 

イ
オ
ン
化
式 
ス
ポ
ッ
ト
型 

光 
電 
式 
ス
ポ
ッ
ト
型 

アナ
ロ 
グ式 

光  
電  
式 
分
離
型 

光
電
ア
ナ
ロ
グ
式 
分
離
型 

イ
オ
ン 
ス
ポ
ッ
ト
式 

光
電 
 
ス
ポ
ッ
ト
式 

 
 
喫煙による煙が
滞留するような
換気の悪い場所 

会議室、応接室、
休憩室、控室、楽
屋、娯楽室、喫茶
室、飲食室、待合
室、キャバレー等
の客室、集会場、
宴会場等 

 
 
 
○ 

 
 
 
○ 

 
 
 
○ 

    
 
 
○ 
＊ 

  
 
 
○ 
＊ 

 
 
 
○ 

 
 
 
○ 

  

就寝施設として
使用する場所 

ホテルの客室、宿
泊室、仮眠室等 

     ○ 
＊ 

○ 
＊ 

○ 
＊ 

○ 
＊ 

○ ○   

煙以外の微粒子
が浮遊している
場所 

 
廊下、通路等 

     ○ 
＊ 

○ 
＊ 

○ 
＊ 

○ 
＊ 

○ ○ ○  

風の影響を受け
やすい場所 

ロービー、礼拝堂
、観覧場、塔屋に
ある機械室等 

  
○ 

     
○ 
＊ 

  
○ 
＊ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 

 
 
煙が長い距離を
移動して感知器
に到着する場所 

 
 
階段、傾斜路、エ
レベーター昇降
路等 

       
 
 
○ 

  
 
 
○ 

 
 
 
○ 

 
 
 
○ 

 光電式スポット型感知器

又は光電アナログ式スポ

ット感知器を設ける場合

は、当該感知器回路に蓄積

機能を有しないこと。 

 
燻焼火災となる
おそれのある場
所 

電話機械室、通信
機室、電算機室、
機械制御室、書類
・衣類が多量に収
納される室、 

    
 
※ 

   
 
○ 

  
 
○ 

 
 
○ 

 
 
○ 

  

大空間でかつ天
井が高いこと等
により熱及び煙
が拡散する場所 

体育館、航空機の
格納庫、高天井の
倉庫・工場、観客
席上部等で感知
器取付け高さが8
メートル以上の
場所 

  
 
○ 

        
 
○ 

 
 
○ 

 
 
○ 

 

注１ ○印は、当該設置場所に適応することを示す。 
  ２ ○＊印は、当該設置場所に煙感知器を設ける場合は、当該感知回路に蓄積機能を有することを示す。 
 ３ 設置場所に掲げる「具体例」については、感知器の取付け面の付近（光電式分離型感知器にあては光軸、  

炎感知器にあっては公称監視距離の範囲）が、「環境状態」の欄に掲げるような状態にあるものを示す。 
 ４ 差動式スポット型、差動式分布型、補償式スポット型及び煙式（当該感知器回路に蓄積機能を有しない

もの）の１種は感度が良いため、非火災報の発生については２種に比べ不利な条件にあることに留意する
こと。 

 ５ 差動式分布型３種及び定温式２種は消火設備に連動する場合に限り使用できること。 
 ６ 光電式分離型感知器は、正常時に煙等の発生がある場合で、かつ、空間が狭い場合には適用しない。 
 ７ 大空間でかつ天井が高いこと等により熱及び煙が拡散する場所で、差動式分布型又は光電式分布型２種

を設ける場合にあっては 15 メートル未満の天井高さに、光電式分離型１種を設ける場合にあっては 20 メ
ートル未満の天井高さで設置するものであること。 

 ８ 多信号感知器にあっては、その有する種別、公称作動温度の別に応じ、そのいずれもが別表第２により
適応感知器とされたものであること。 

 ９ 蓄積型の感知器又は蓄積式中継機若しくは受信機を設ける場合は、規則第 24 条第７号の規程によるこ
と。 

※ 小規模区画で維持管理に支障がある場合についてのみ、高感度の熱定温感知器を設置できる。 



- 7 -

４．感知器の設置を除外できる場所 
 

 
部     分 

 
内          容 

 
 
 
 小 屋 裏         
 
 
 
 
 天 井 裏         

 
 ○ 主要構造部（建基法第２条第５号に規定する主要構造）を 耐火

構造とした建築物の天井裏の部分 
 
 ○ 耐火構造とした建築物又は準耐火建築物（建基法第２条第９号の

３に規定する簡易耐火建築物）の天井裏、小屋裏等で不燃材料の壁
、天井及び床で区画された部分 

 
 （注） 認定番号にて不燃、難燃等を確認すること  
 
 ○ 天井裏で天井と上階の床との距離が0.5m未満の場所 

 
 
 
 廊 下         

 
 ○ ７・８・10・11・13項及び16項の前記用途に供される部分の廊下 
 
 ○ 長さ１０ｍ以下の廊下 
 
 ○ 開放型廊下 

 
 階 段         
 
 傾 斜 路         

 
 ○ 屋外階段 
 
 ○ ２㎡以上の開放廊下（消防庁告示48年第10号） 

 
 
 便 所         
 
 浴 室         

 
 ○ 便所（電気便座付便器等の場合、ＰＳＥマークが附され、かつ、

機器個々の出力が２キロワット以下のもの） 
 
 ○ 浴室、シャワー室は感知器設置不要（洗濯室、脱衣室、洗面所は

感知器の設置を要する） 
 
○ 便所・浴室等と同一室内に洗濯機・乾燥機等がある場合は、安全 

性の確認のＰＳＥマークが附され、かつ 機器個々の出力が２キロ
ワット以下のもの 

 
便所に付随した 
 手 洗 い 場         
 洗 面 所         

 
○ 手洗い場、洗面所（ヒータ内蔵等の場合、試験合格品の表示が附

され、かつ、機器個々の出力が２キロワット以下のもの）  

 
 造 り 付 け の 洋 服 ﾀ ﾞ ﾝ ｽ         

 
 ○ 不要（造り付けの食器棚等これに類するものを含む） 

 
 ｸ ﾛ ｰ ｾ ﾞ ｯ ﾄ ﾙ ｰ ﾑ         

 
 ○ 概ね３㎡未満のものは不要 

 
 
 掃 除 道 具 入 れ         

 
 ○ 室となっているものは原則的に感知器の設置を要する 
 
 ○ 浴室内、便所内のものについては感知器の設置を要しない 

 
 
 出 窓         

 
 ○ 内障子又はカーテン等で仕切られているもののうち、間口 
 
  1.8ｍ以下、高さ1.5ｍ以下かつ、奥行60㎝以下のものは不要 

 
 
 
 踏 み 込 み         

 
 ○ 垂れ壁が40㎝（煙・空気管感知器は60㎝）以上１ｍ未満で、かつ

隣接する一の小区画に該当する場合は不要 
 （注）1 大なる区画の感知器が煙感知器の場合は10㎡以下の場合は

感知器の設置を要しない 
       2  大なる区画の感知器が煙感知器以外の場合は５㎡以下の場

合は感知器の設置を要しない 
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   部   分 

 
            内              容 

 
 
 
 
 
 
 
 床 の 間         

 
 ○ 垂れ壁が40㎝（煙・空気管感知器の場合は60㎝）以上あるが、２㎡

未満のものは不要 
 
 ○ 垂れ壁が40㎝（煙・空気管感知器の場合は60㎝）以上１ｍ未満で、

かつ、隣接する一の小区画に該当する場合は不要 
 
（注）1 大なる区画の感知器が煙感知器の場合は10㎡以下の場合は感知

器の設置を要しない 
      2 大なる区画の感知器が煙感知器以外の場合は５㎡以下の場合は

感知器の設置を要しない 
 
 ※ 床の間に、はめ込まれた暖房器具等の燃焼機器があるものについて

は感知器の設置を要する 

 
 押 し 入 れ         

 
 ○ 原則として押し入れ等の上段部に１個以上設けること 

 
 
 
 高 所         

 
 ○ 感知器の取り付け面の高さが20ｍ以上の場所 
 
 ○ 大規模な劇場、映画館、公会堂の舞台部分、立体駐車場、格納庫、

円形ドーム等は、取り付け面の高さが20ｍ以上であっても感知器を設
置することが望ましい 

  
 ○ 車庫、下屋当該機に面した開放部分から５ｍ未満の部分は感知器の

設置を要しない 
 
 ○ 下屋等で先端部分が壁等で囲まれている場合の感知器の設置の要否

については床面積の概ね20％以上又は壁面の1/2以上の開口部があれ
ば感知器の設置を要しない 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   5m未満の部分 
 （設置を要しない） 

 
 
 
 
  床面積の20％以上 
  又は壁面の1/2以上 
  の開口面積 

 

 

 
         （平面図） 

 
 
 金 庫 室         

 
 ○ 銀行等の金庫室で、出入口に特定防火設備又は同等以上の性能を有
する扉を設けてあるもの 
 
 ○ その用途により、配線することができないもの 

 
 
 
 冷 凍 庫         
 
 冷 蔵 庫         
 
 恒 温 庫         
 
 低 温 庫         

 
 ○ 自動温度表示装置が常時人のいる場所に設けられている事 
 
 （注）1 自動温度表示装置とは、庫内の温度状況を有効に感知できる指

示温度計又は自記温度計を用いたもので、温度が異常に上昇した
場合の表示装置（３ｍ手前から確認できる赤色灯とベルかブザー
）が設けられたもの 

       2 常時人のいる場所とは受信機設置場所をいう 
 
 ○ 魚介類、野菜、果物等の食料品に冷水気を加え養生するもので、他

の部分と不燃材料で区画されているもの 
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 パイプシャフト 
 
 
 
 
 等の縦穴区画内 

 
 ○ シャフト内の床面積が１㎡未満のもの（点検口は防火設備以上とな

っており常時閉鎖されているもの） 
 
 ○ 各階又は２の階ごとに完全に水平区画されている場合（点検口は防

火設備以上であり常時閉鎖されているもの） 
 
 ○ シャフト内に湯沸器等の火気設備を設けた場合は、ＰＳ床面積にか

かわらず必要（感知器の点検等の維持管理に支障がある場合は不要と
することができる） 

 
 ※ シャフト内は、経年使用の際物入れとなっている場合が多いため、

新築時等には感知器設置を指導することが望ましい 
 
 （注） 完全に水平区画とは各階ごとにスラブをうち、パイプ等の貫通

部分がモルタル又は不燃断熱充填剤で埋め戻しされていること。又
、壁は耐火造であること。 

 
 エレベーター等 
 
 の昇降機の頂部 

 
 ○ エレベータ等の昇降機と機械室を区画する床に、合計１㎡ 
   以上の開口部があり、機械室に煙感知器が設けられているもの 

 
  図 面 に 載 ら な い 地 下ﾋ ﾟ ｯ ﾄ         
 
 で 配 管 等 が 通 っ て い る 区 画         

 
 ○ 耐火造の建築物で地下ピット内に配管、配線等があるだけでその他

可燃物が無いものについては不要（開口部又は点検口が防火設備以上の
仕様となっていること） 

 
 
 
 
 
 不燃材料で造ら  
れている防火対  象
物又はその部  分で
出火源とな  るもの
が原動機  又は電動
機のみ  で着火のお
それ  のある物品の
収  納又は取扱いを  
しない部分 

 
 ○ 浄水場、汚水処理場で設備が水管、貯水池、又は貯水槽のみである

部分 
 
 ○ プールの水面部分（水面から観客席または休憩席等までのプールサ

イド部分を含む） 
 
 ○ スケートリンクの滑走部分（滑走面から観客席又は休憩席までのリ

ンクサイド含む） 
 
 ○ 抄紙工場（抄紙工程部分のみ）、サイダー、ジュース等の洗びん又は充

てん部分 
 
 ○ 金属、石材等の加工場で、可燃性のものを収納又は取扱いをしない

部分 
 
 ○ 水槽室 
 
 ○ 上記これらに類する部分 

 
 外気が流通する  
場 所         

 
 ○ 通常において外気が流通する場所で、火災による熱又は煙が感知器

によっては有効に感知できない場所 
 
 感知機の機能保持
が著しく困難な場所 

 
 ○ じんあい、微粉、水蒸気が多量に発生、又は腐食性ガスが発生する

おそれのある場所 
 
 ○ 設置後、点検等の維持管理ができない場所 

 
 
 電 力 の 開 閉 所         

 
 ○ 主要構造部を耐火構造とし、内装制限したものに限る 
 
 ○ 電力の開閉に油入開閉器を設置する開閉所を除く 
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５．建築物の平均高さ 

                             Ｈ＋Ｈ’ 
       建築物の平均高さは   ２  ＝ ｈ（平均高さ） 
                                
 
 
 
       Ｈ               Ｈ               Ｈ                Ｈ          Ｈ 
         h  Ｈ’          h               h            h                 h 
                             Ｈ’            Ｈ’    Ｈ’            Ｈ’ 
                                               
 
 
６．傾斜等がある天井の角度、面積、平均高さ 
 
６－１ 基準となる傾斜角度（平面天井とみなせる角度）           
                                                  
          右図のように、Ｂ／Ａが３／１０の                     
        場合の傾斜角度を基準とし、この角度             Ａ       Ｂ 
        未満であれば平面であるとみなし、面 
        積については、水平面に投影された面 
        積となる。 
                                            
                                            3 
                                                
                                     10            
 
７．傾斜形天井の場合 
 
７－１ 差動式・定温式・補償式・熱アナログ式スポット型の設置例 
 
          天井の傾斜角度が３／１０以上となる場合は、次のように設けること。 
              
              
              
              
                      
     L 未 満       L 未 満     
                      
                     ｈ 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
    L未満     L     L 

 
       

  構造              
          

 平均 
                高さ 

感知機種別 

 
  感 知 器 設 定 線 Ｌ(ｍ) 
 
  耐   火 

 
  そ の 他      

 
 
4m未満 

 
4m以上 
 
8m未満 

 
 
4m未満 

 
4m以上 
 
8m未満 

 
 
差動式スポット          

 
１種 

 
   ９  

 
   ７ 

 
   ７ 

 
   ６ 

 
２種 

 
   ８ 

 
   ６ 

 
   ６ 

 
   ５ 

 
 
補償式スポット          

 
１種 

 
   ９ 

 
   ７ 

 
   ７ 

 
   ６ 

 
２種 

 
   ８ 

 
   ６ 

 
   ６ 

 
   ５ 

 
 
定温式スポット          

 
特種 

 
   ８ 

 
   ６ 

 
   ６ 

 
   ５ 

 
１種 

 
   ７ 

 
   ５ 

 
   ５ 

 
   ４ 

 
熱アナログ式スポット 

 
   ８ 

 
   ６ 

 
   ６ 

 
   ５ 

※ 同一感知区域における感知器の必要個数を、延べ面積から算定し上記の図のよう 
に傾斜天井の上部に設けるほか頂部からＬｍ以内ごとにＬｍのほぼ中間に設けるこ 
と。ただし傾斜角が大きい場合には、Ｌｍ以内の範囲で頂部が「密」となるように
すること。天井面の傾斜が左右同一の場合は、感知器も頂部を中心に左右対称とな
るように設けること。 
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７－２ 煙感知器の設置例  
 
          天井の傾斜角度が３／１０以上にとなる場合は、次のように設けること。 
 
               s 
           s       s 
       s               s 
                          
                          
                          
    Ｌ Ｌ   Ｌ     Ｌ   Ｌ  Ｌ 
    未                    未  
    満                    満 

 
 感 知 器 
 
 
 
 設 定 線 

 
   取 付 面 の 平 均 高 さ 
 
 
  4m未満 

 
  4m以上 
 
  8m未満 

 
 
  8m以上 

 
   Ｌ(ｍ) 

 
   １２ 

 
    ９ 

 
    ７ 

 
 
７－３ 差動式分布型感知器の設置例 
                                
          天井の傾斜角度が３／１０以上となる場合は、次のように設けること。 
 
          建物の両側壁から 1.5m を除いた幅を、空気管の平均設置間隔（耐火構造 

6m、その他の構造 5m）以内となるように空気管の必要本数を割り出し、頂部
に１本以上設置するほか、頂部を密とし、空気管の平均間隔が 6（5）m 以下
となるようにし、かつ、設置位置が左右対称となるようにすること。この場
合、粗となる空気管の最大間隔は 9（8）ｍを超えないこと。 

 
                                              1.5m 
                     頂部に１本以上 
         
     
         
         
                                                             1m 以内 
         
 1.5m   9m    6m   3m 
      (8m)  (5m) (2m) 
                      
         
               左右対称とする 
                             
                  40m                             1.5m 
                 (34m)                                 （平面図） 
                                                    
 
７－４ 光電式分離型、光電アナログ式分離型の設置例 
 
        ア 軒の高さが（ｈ）天井等の高さの最高となる部分の高さ（Ｈ）80％未満     

（ｈ＝0.8ｈ）となる場合は下図のように設けること。 
 
 
 
 
 
 
                                           Ｈ 
                                      0.8m 
                                   ｈ   
 
 
 
 
              （送光部） 
      記号                 感知器         監視区域 
              （受光部）                  
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イ 軒の高さが（ｈ）天井等の高さの最高となる部分の高さ（Ｈ）80％未満     
（ｈ＝0.8ｈ）となる場合は下図のように設けること。 

                                                     (Ａ)       (Ａ) 
 
 
 
                                                                        (Ｂ) 
                                                                           
                                           Ｈ 
                                      ｈ 
                                  0.8m    
                                                                        (Ｂ) 
 
 
 
 
８．のこぎり形天井の場合 
 
８－１ 差動・定温・補償・熱アナログ式スポット型の設置例 
 
          天井の傾斜角度が３／１０以上となる場合は、６－２の傾斜形天井に準じ    

て設ける。ただし、感知区域は下図のｄの深さが 0.4ｍ以上の場合には傾斜    
角度に関係なくａ，ｂはそれぞれの警戒区域とすること。 

 
   3/10 にかかわらず                          3/10 未満 
                        d 
                                                             d 
 
 
 
 
 
             a             b                       a            b 
         ｄ≧0.4ｍ→ａ、ｂは別区域               ｄ＜0.4ｍ→ａ、ｂは同区域 
                                              ｄ≧0.4ｍ→ａ、ｂは別区域 
                  （a）                                 （b） 
 
８－２ 煙感知器・作動式分布型の設置例  
 
          天井の傾斜角度が３／１０以上となる場合は、煙感知器にあっては６－３、    

差動式分布型にあっては６－４の傾斜形天井に準じて設ける。ただし、感知    
区域の設定は、下図（ａ）のように、のこぎり部分の深さｄが 0.6ｍ以上の    
場合は傾斜角度にかかわらず、ａ、ｂはそれぞれ別の感知区域とすること。    
下図（ｂ）のように傾斜角度が３／１０未満の場合は、平面天井とみなされ    
るが、ｄの深さが 0.6ｍ以上の場合は a、b はそれぞれ別の感知区域とするこ    
と。 

 
   3/10 にかかわらず                          3/10 未満 
                        d 
                                                             d 
 
 
 
 
 
             a             b                       a            b 
         ｄ≧0.6ｍ→ａ、ｂは別区域               ｄ＜0.6ｍ→ａ、ｂは同区域 
                                              ｄ≧0.6ｍ→ａ、ｂは別区域 
 
                  （a）                                 （b） 
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８－３ 光電式分離型、光電アナログ式分離型の設置例 
 
        ア 軒の高さ（ｈ1、ｈ2）が天井等の高さの最高となる部分の高さ（Ｈ1、     

Ｈ2）の 80％未満（ｈ1＜0.8Ｈ1、ｈ2＜0.8Ｈ2）となる場合は下図のよう     
に設けること。 

 
 
 
 
 
 
          Ｈ2                              Ｈ2 
                                        
             h2                          h1 
                                       
 
 
 
 
 
        イ 軒の高さ（ｈ1、ｈ2）が天井等の高さの最高となる部分の高さ（Ｈ1、     

Ｈ2）の 80％未満（ｈ1≧0.8Ｈ1、ｈ2≧0.8Ｈ2）となる場合は下図のよう     
に設けること。 

 
 
 
 
 
 
          Ｈ2                              Ｈ1 
 
             h2                          h1 
 
 
 
 
 
 
 
９．円形天井の場合 
 
９－１ 差動式・定温式・補償式・熱アナログ式スポット型の設置例 
 
          円形天井の場合は、円形部の最低部と最頂部とを結ぶ線の傾斜角度が、３    

／１０以上となる場合は、６－２の傾斜形天井に準じて設ける。ただし、感    
知区域の設定は下図のように、ｄの深さが 0.4ｍ以上の場合は傾斜角度にか    
かわらずａ、ｂはそれぞれ別の感知区域とすること。なお感知器は上部に密    
に設けること。 

 
 
                    ｄ 
 
 
 
 
               ａ             b 
            d≧0.4m→a、b は別区域 
 
 
          （立面図）                       （平面図） 
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９－２ 煙感知器・差動式分布型の設置例  
 
          円形天井の場合は、円形部の最低部と最頂部とを結ぶ線の傾斜角度が、３    

／１０以上となる場合は、煙感知器にあっては６－３、差動式分布型にあっ    
ては６－４の傾斜形天井に準じて設ける。ただし、感知区域の設定は下図の    
ように、ｄの深さが 0.6ｍ以上の場合は傾斜角度にかかわらずａ、ｂはそれ    
ぞれ別の感知区域とすること。なお感知器は上部に密に設けること。 

 
 
                    ｄ 
                                                           
 
                                                                 
 
               ａ             b                             
            d≧0.6m→a、b は別区域 
                                                差動式分布型(     =) 
                  （立面図）                           （平面図） 
 
９－３ 光電式分離型、光電アナログ式分離型の設置例  
 
          監視区域をアーチ形天井等の高さが最高となる部分を有効に包含できるよ    

うに設定し、順次、監視区域を隣接するように設定していくこと。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１０．越屋根天井の場合 
 
10－１ 差動式・定温式・補償式・熱アナログ式スポット型の設置例 
 
          越屋根天井の場合は、６－２の傾斜形天井に準じて設けるが、越屋根部は    

下記のとおりに設けること。また、越屋根は換気等の目的に使用される場合    
が多いので、感知器の設置にあたっては構造等を十分に確認し火災を有効に    
感知するように設けること。 

 
       ア 越屋根部の幅が 1.5ｍ未満の場合 
           越屋根部の幅が 1.5ｍ未満の場合は、下図のように越屋根部の基部にそ     

れぞれ１個以上の感知器を設け、その他の部分は６－２の傾斜形天井の例     
により設けること。 

                        
                             1.5ｍ未満                            1.5ｍ未満 
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イ 越屋根部の幅が 1.5ｍ以上の場合 
           越屋根部の幅が 1.5ｍ以上の場合は、下図のように越屋根部の合掌部及     

び基部にそれぞれ１個以上の感知器を設け、その他の部分は６－２の傾斜     
形天井の例により設けること。 

                                                          
                              1.5ｍ以上                            1.5ｍ以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ウ 越屋根部が換気等の目的に使用されている場合 
           越屋根の合掌部に設ける感知器を下図のように熱気流の流通経路となる     

位置で、かつ、左右対称に設けること。 
                        
                               1.5ｍ以上                           1.5ｍ以上 
 
                                                     越 
                                                     屋 
                                基部に移す           根 
                                                     部 
                                                     分 
                    熱の流通経路                       
                                                     換 
                                                    気 
                                                    口 
                                                     
 
10－２ 煙感知器の設置例 
 
          越屋根天井の場合は、６－３の傾斜形天井に準じて設けるが、越屋根部は    

下記のとおりに設けること。また、越屋根は換気等の目的に使用される場合    
が多いので、感知器の設置にあたっては構造等を十分に確認し火災を有効に    
感知するように設けること。 

 
       ア 越屋根部の幅が 1.5ｍ未満の場合 
           越屋根部の幅が 1.5ｍ未満の場合は、下図のように越屋根部の基部にそ     

れぞれ１個以上の感知器を設け、その他の部分は６－３の傾斜形天井の例     
により設けること。 

                        
                              1.5ｍ未満                            1.5ｍ未満 
 
 
                                                        s 
                                                         
                    s        s                                   s 
                                                                  
                                                        s 
 
                                                                 s 
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       イ 越屋根部の幅が 1.5ｍ以上の場合 
           越屋根部の幅が 1.5ｍ以上の場合は、下図のように越屋根部の合掌部及     

び基部にそれぞれ１個以上の感知器を設け、その他の部分は６－３の傾斜     
形天井の例により設けること。 

                                                          
                               1.5ｍ以上                            1.5ｍ以上 
 
                          
                         s                             s 
                                                             s 
                   s           s                                  s 
                                                                   
 
                                                       s     
                                                             s 
                                                                  s 
 
 
       ウ 越屋根部が換気等の目的に使用されている場合 
           越屋根の合掌部に設ける感知器を下図のように熱気流の流通経路となる     

位置で、かつ、左右対称に設けること。 
                                                             s 
                               1.5ｍ以上                           1.5ｍ以上 
 
                                                     越  s        s 
                         s                           屋 
                                基部に移す            根 
                   s           s                    部       s 
                                                     分 
                   熱の流通経路                      ( 
                                                    換  s        s 
                                                    気 
                                                    口 
                                                    )       s 
 
10－３ 差動式分布型の設置例 
 
          越屋根天井の場合は、６－４の傾斜形天井に準じて設けるが、越屋根部は    

下記のとおりに設けること。また、越屋根は換気等の目的に使用される場合    
が多いので、感知器の設置にあたっては構造等を十分に確認し火災を有効に    
感知するように設けること。 

 
       ア 越屋根部の幅が 1.5ｍ未満の場合 
           越屋根部の幅が 1.5ｍ未満の場合は、下図のように越屋根部の基部にそ     

れぞれ１個以上の感知器を設け、その他の部分は６－２の傾斜形天井の例     
により設けること。 

                        
                              1.5ｍ未満                            1.5ｍ未満 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  左右対称とすること 
 
 
 
       イ 越屋根部の幅が 1.5ｍ以上の場合 
           越屋根部の幅が 1.5ｍ以上の場合は、下図のように越屋根部の合掌部及     

び基部にそれぞれ１個以上の感知器を設け、その他の部分は６－２の傾斜     
形天井の例により設けること。 
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                               1.5ｍ以上                            1.5ｍ以上 
 
 
 
 
 
 
                     １感知区域 
 
 
 
 
 
 
       ウ 越屋根部が換気等の目的に使用されている場合 
 
           越屋根の構造がベンチレーターなどによる換気の目的に使用されている     

場合は、越屋根部には空気管を設ける必要はないが、熱気流の経路となる     
越屋根の基部には下図のようにその部分を１の感知区域とみなして空気管     
を設けること。この場合、別の検出部で警戒しないようにすること。 

       
                                越屋根部分（感知区域） 
 
 
 
 
 
 
                                ２重巻又はコイル巻 
 
 
10－４ 光電式分離型、光電アナログ式分離型の設置例 
 
        ア  越屋根部分の幅が 1.5ｍ以上の場合は、天井の傾斜にかかわらず、下図     

のように当該越屋根部を有効に包含できるように監視区域を設定するとと     
もに、順次、監視区域を隣接するように設定すること。 

 
                       
                              1.5ｍ以上 
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        イ  越屋根部分の幅が 1.5ｍ以上の場合で、天井の傾斜にかかわらず、越屋     
根が換気等の目的に使用する場合は、下図のように当該越屋根部の基部に     
それぞれ光軸が通るように監視区域を設定すること。 

                       
                              1.5ｍ以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ウ  越屋根部分の幅が 1.5ｍ未満の場合は、天井等の傾斜にかかわらず、下     

図のように当該越屋根を支える大棟間の中心付近に光軸が通るように監視     
区域を設定するとともに、順次、監視区域を隣接するように設定すること。 

                       
                              1.5ｍ未満 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１１．差掛形天井等の場合 
 
11－１ 光電式分離型、光電アナログ式分離型の設置例 
 
        ア 軒の高さ（ｈ1、ｈ2）が天井等の高さの最高となる部分の高さ（Ｈ1、     

Ｈ2）の 80％未満（ｈ1＜0.8Ｈ1、ｈ2＜0.8Ｈ2）となる場合は下図のよう     
に設置すること。 

 
 
 
 
 
 
 
                                            Ｈ1 
          Ｈ2 
                                          h1 
             h2                          
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        イ 軒の高さ（ｈ1、ｈ2）が天井等の高さの最高となる部分の高さ（Ｈ1、     
Ｈ2）の 80％以上（ｈ1≧0.8Ｈ1、ｈ2≧0.8Ｈ2）となる場合は下図のよう     
に設置すること。 

 
 
 
 
 
 
 
                                            Ｈ1 
          Ｈ2 
                                          h1 
             h2                          
 
 
 
 
１２．細長い居室等の場合 
 
12－１ 差動式・定温式・補償式・熱アナログ式スポット型の設置例 
 
         感知器を短辺が３ｍ未満の細長い居室等に設ける場合は、下図のように歩    

行距離で下表の数値以内ごとに１個以上も受けること。 
 
           3ｍ未満 
 
 
                    1/2Ｌ以下 
 
 
 
 
                      Ｌ以下 
 
 
 
 
 
 
                      Ｌ以下 

 
 
             構 
感知機種別        造 

 
     歩 行 距 離 Ｌ 
 
  耐  火 

 
  そ の 他     

 
差動式スポット          

 
１種 

 
    15ｍ 

 
    10ｍ 

 
２種 

 
    13ｍ 

 
     8ｍ 

 
補償式スポット          

 
１種 

 
    15ｍ 

 
    10ｍ 

 
２種 

 
    13ｍ 

 
     8ｍ 

 
定温式スポット          

 
特種 

 
    13ｍ 

 
     8ｍ 

 
１種 

 
    10ｍ 

 
     6ｍ 

 
熱アナログ式スポット 

 
    13ｍ 

 
     8ｍ 

 
12－２ 煙感知器の設置例 
 
         歩行距離 30ｍ（３種にあっては 20ｍ）につき１個以上を下図のように廊下    

及び通路の中心に設けること。（廊下及び通路の歩行距離は、原則として中    
心線にそって測定する。） 

 
              15(10)ｍ以下      30(20)ｍ以下       30(20)ｍ以下 
 
                          s                 s 
                      
                               廊下・通路 
 
                                                          s 
 
                                                            15(10)ｍ以下 
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１３．小区画が連続してある場合 
 
13－１ 差動式・定温式・補償式・熱アナログ式スポット型の設置例 
 
          はり等の深さが 0.4ｍ以上１ｍ未満で小区画が連続してある場合は下表に    

示す面積の範囲ごとに同一感知区域とすることができる、この場合、下図の    
ように各区画は感知器を設置した区画に隣接していなければならない。 

 
        0.4m～1m未満のはり等 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  合計で右表の面積の範囲内で 
  あること。 

 
 
              構造 
感知機種別         

 
     合 計 面 積 
 
  耐  火 

 
  そ の 他     

 
 
差動式スポット          

 
１種 

 
    20㎡ 

 
    15㎡ 

 
２種 

 
    15㎡ 

 
    10㎡ 

 
 
補償式スポット          

 
１種 

 
    20㎡ 

 
    15㎡ 

 
２種 

 
    15㎡ 

 
    10㎡ 

 
 
定温式スポット          

 
特種 

 
    15㎡ 

 
    10㎡ 

 
１種 

 
    13㎡ 

 
     8㎡ 

 
熱アナログ式スポット 

 
    15㎡ 

 
    10㎡ 

 
13－２ 煙感知器の設置例 
 
          はり等の深さが 0.6ｍ以上１ｍ未満で小区画が連続してある場合は下表に    

示す面積の範囲ごとに同一感知区域とすることができる、この場合、下図（a）    
のように各区画は感知器を設置した区画に隣接していなければならない。 

          また、下図(b)の斜線部分が 60 ㎡未満（取付面の高さ 8m 未満、２種）であ    
れば同一感知区域とすることができる。なお、アナログスポット型感知器は    
相当種別による。 

 
                    0.6m～1m 未満のはり等 
 
 
                                             0.6m～1m 未満のはり等 
 
 
                    
                     s                                        s 
 
 
                                             s 
 
                   （ａ）                        （ｂ） 
                   

 
      取付け面高さ 
 
 
 
 感知機種別 

 
   感 知 器 面 積 の 合 計（㎡） 
 
 
 ４ｍ未満 

 
４ｍ以上 
 
８ｍ未満 

 
 ８ｍ以上 
 
 15ｍ未満 

 
 15ｍ以上 
 
 20ｍ未満 

 
    １   種 

 
    60 

 
    60 

 
    40 

 
    40 

 
    ２   種 

 
    60 

 
    60 

 
    40 

 

 
    ３   種 

 
    20 
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13－３ 差動式分布型の設置例 
 
        ア はり等の深さが 0.6ｍ以上１ｍ未満の場合 
         1) 0.6ｍ以上１ｍ未満の突出したはり等で２以上連続して区画されてい      

る場合は、下図のように隣接する区画との面積合計が 20 ㎡以下ごとに１      
の感知区域とし、各区画ごとに１本以上の空気管を設置し、露出長が 20      
ｍ以上となるようにすること。 

 
                    0.6～１ｍ未満のはり等 
                                              0.6～１ｍ未満のはり 
                                               
           5 ㎡    5 ㎡    5 ㎡               
 
 
           5 ㎡    5 ㎡    5 ㎡                            
                                         5 ㎡      10 ㎡以下      5 ㎡ 
                                         以下                  以下 
           5 ㎡    5 ㎡    5 ㎡                                    
 
 
 
         2) １の区画の面積が 20 ㎡を超える場合 
 
             当該区画ごとに１の感知区域とすること。 
 
        イ はりの深さが１ｍ以上の場合 
            １ｍ以上突出したはり等で区画された部分ごとに、１の感知区域とする     

こと。 
 
 
１４．１つの小区画が隣接してある場合 
 
14－１ 差動式・定温式・補償式・熱アナログ式スポット型の設置例 
 
          下図のように、0.4ｍ以上１ｍ未満のはり等によって区画されている５㎡    

以下の小区画が１つ隣接してある場合は、、当該小区画を含めて同一感知区    
域とすることができる。この場合、感知器は小区画に近接するように設ける    
こと。なお、小区画を加えた合計面積は、感知器の種別によって定められて    
いる感知面積の範囲内であること。 

 
     
 
                                             5 ㎡以下 
                 小区画に近接 
                 して設置すること              0.4～１ｍ未満のはり等 
                                  
 
14－２ 煙感知器の設置例 
 
          下図のように、0.6ｍ以上１ｍ未満のはり等によって区画されている 10 ㎡    

以下の小区画が１つ隣接してある場合は、、当該小区画を含めて同一感知区    
域とすることができる。この場合、感知器は小区画に近接するように設ける    
こと。なお、小区画を加えた合計面積は、感知器の種別によって定められて    
いる感知面積の範囲内であること。 

 
 
                                             10 ㎡以下 
                 小区画に近接      s 
                 して設置すること              0.4～１ｍ未満のはり等 
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14－３ 差動式分布型の設置例 
 
        ア はりの深さが、0.6ｍ以上１ｍ未満の場合 
            下図のように、0.6ｍ以上１ｍ未満のはり等によって区画されている５         

㎡以下の小区画が１つ隣接してある場合は、、当該小区画を含めて同一      
感知区域とすることができる。 

                           0.6ｍ～１ｍ未満 
                    ℓ               のはり等         ℓ   
 
                           5 ㎡ 
                           以下 
              ℓ                    ℓ                        ℓ  
                        L                        L 
                                       ℓ   
 
                                                            5 ㎡以下 
 
                          ℓ                    ℓ     0.6ｍ～１ｍ未満のはり等 
 
        イ はりの深さが１ｍ以上の場合 
             １ｍ以上突出したはり等で区画された部分ごとに、１の感知区域とす      

ること。 
 
 
１５．段違い天井の場合 
 
15－１ 差動式・定温式・補償式・熱アナログ式スポット型の設置例 
 
        ア 段違いが 0.4ｍ未満の場合 
              下図のように段違いの深さが 0.4ｍ未満であれば、平面天井とみなし      

て同一感知区域とすることができる。なお、図中の主たる取付け面とは、      
同一感知区域内で取付け面の高さが異なる部分がある場合、その取付け      
面の高さに応じた面積のうち、最も広い部分の取付け面をいう。以下同      
じ。 

 
                             0.4m 未満                0.4m 未満  主たる取付け面 
 
                              主たる取付け面 
 
                                            
                       同一感知区域                       同一感知区域 
 
        イ 段違いが 0.4ｍ以上の場合 
          1） 居室等の幅が６ｍ未満の場合 
              下図のように段違いを含む居室等の幅が６ｍ未満であれば、当該居室      

等を同一感知区域とすることができる。この場合、(b)のように段違い      
の高い部分の幅が 1.5ｍ以上の場合は、感知器を高い天井面に設けるこ      
と。 

                         主たる取付け面                    主たる取付け面 
 
               0.4m 以上                                0.4m 以上 
 
                                                                  1.5m 
                                                                  以上 
 
                            6m 未満                         6m 未満 
                           
 
                        同一感知区域                      同一感知区域 
                            (a)                             (b) 
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   2） 居室等の幅が６ｍ以上の場合 
   a) 段違いが低い場合 
            主たる取付け面より低い段違いがある場合は、下図(a)のように段       

違いの低い部分の幅が３ｍ未満であれば同一感知区域とすることがで       
きる。この場合、感知器は、当該居室等の面積に必要な個数を高い天       
井面に火災を有効に感知するように設けること。 

 
            b)  段違いが高い場合 
                主たる取付け面より高い段違いがある場合は、下図(b)のように段       

違いの高い部分の幅が 1.5ｍ未満の場合は、同一感知区域とすること       
ができる。この場合、感知器は当該居室等に必要な個数を低い天井面       
に火災が有効に感知するように設けること。 

 
                        主たる取付け面  
 
               0.4m 以上                                  0.4m 以上 
                                                              主たる取付け面 
                                                                   
                   3 m                             1.5m 
                   未満                            未満 
                            6m 以上                         6m 以上 
                           
 
                        同一感知区域                     同一感知区域 
                             (a)                              (b) 
 
        ウ 段違い天井が中央にある場合 
          1)  段違いが低い場合 
              主たる取付け面より低い段違い部分の幅が６ｍ未満の場合は、高い天      

井面と同一感知器区域とすることができる。下図のように、ｂが６ｍ未      
満であれば、ａ，ｂ，ｃを同一感知区域とすることができる。なお、感      
知器はａ，ｂ，ｃの合計面積に必要な個数を火災を有効に感知するよう      
に設けること。   

 
               主たる取付け面                       主たる取付け面 
 
 
                            0.4m 以上 
 
 
                 1.5m 以上             6m 未満            1.5m 以上 
 
 
                   ａ                 ｂ                  ｃ 
 
             主たる取付け面より低い段違い部分の幅が６ｍ以上の場合で、下図の      

ように、a 及び c が 1.5ｍ未満であれば、ａ，ｂ，ｃを同一感知区域とす      
ることができる。なお、感知器はａ，ｂ，ｃの合計面積に必要な個数を      
火災を有効に感知するように設けること。 

 
                                    
 
                            0.4m 以上 
                                   主たる取付け面 
 
                                                      
                 1.5m 未満             6m 以上            1.5m 未満 
 
 
                    a                  b                  c 
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 1) 段違いが高い場合 
     主たる取付け面より高い段違い部分の幅が３ｍ未満で低い部分の幅が      

３ｍ以上ある場合は、いずれかの低い天井面と同一感知区域とすること      
ができる。感知器はｂの面積を含めた必要な個数を火災を有効に感知す      
るように設けること。 

 
                                               0.4m 以上 
                主たる取付け面                      主たる取付け面 
                                        
                     3m 以上           3m 未満          3m 以上 
                                          
                                         
                      a                b               c 
                                                      
              主たる取付け面より高い段違い部分の幅が３ｍ未満で低い部分の幅が      

３ｍ未満である場合は、a 及び c が３ｍ未満であれば a、b、c を同一感
知区域とすることができる。 

                                 主たる取付け面 
 
                                                 0.4m 以上 
                                                 
 
                    3m 未満            3m 未満           3m 未満 
                                          
                                         
                      a                b                c 
                                                      
          2) 段違い天井で感知器の取付け面が細長い場合前記アからウまでの段違      

い天井の場合で、感知器の取付け面の幅が 1.5ｍ以上３ｍ未満の細長い      
場合は、前１２－１の細長い居室等の設計に示す方法により有効に感知      
器を設けること。 

 
 
15－２ 煙感知器の設置例 
 
       ア 段違いが 0.6ｍ未満の場合 
       下図のように段違い部分を含む居室等の幅が６ｍ未満であれば、段違      

いの形状にかかわらず当該居室等を同一感知区域とすることができる。 
 
                                   0.6m 以上 
 
 
                               ６ｍ未満 
 
                              同一感知区域 
 
        イ 段違い天井が低い場合 
              主たる取付け面より低い段違いがある場合は、下図のように段違いの      

低い部分の幅が３ｍ未満であれば同一感知区域とすることができる。こ      
の場合、感知器は当該居室等の面積に必要な個数を高い天井面に火災を      
有効に感知するように設けること。 

 
   主たる取付け面 

                                                
                           0.6m 以上            s  
                            
 
                          
                           ３ｍ未満 
 
                                     同一感知区域 
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ウ 段違いが高い場合 
              主たる取付け面より高い段違いがある場合は、下図のように段違いの      

高い部分の幅が 1.5ｍ未満の場合は、同一感知区域とすることができる。       
この場合、感知器は当該居室等の面積に必要な個数を低い天井面に火      
災を有効に感知するよう設けること。 

 
                                   0.6m 以上 
                                           主たる取付け面 
 
                           1.5m 未満 
 
                             同一感知区域 
 
        エ 低い段違い天井が中央にある場合 
              主たる取付け面より低い段違い部分の幅が６ｍ未満の場合は、下図の      

ように高い天井面と同一感知区域とすることができる。この場合、感知      
器は当該居室等の面積に必要な個数を低い天井面に火災を有効に感知す      
るよう設けること。 

 
              主たる取付け面                       主たる取付け面 
 
                    s       0.6m 以上                      s 
                             
 
                1.5m 以上              6m 未満            1.5m 以上 
                                         
                   ａ                  ｂ                 ｃ 
                                                      
                                同一感知区域 
 
        オ 高い段違い天井が中央にある場合 
              主たる取付け面より高い段違い部分の幅が３ｍ未満の場合は、下図の      

ように低い天井面と同一感知区域とすることができる。この場合、感知      
器は当該居室等の面積に必要な個数を低い天井面に火災を有効に感知す      
るよう設けること。 

 
                                       s         0.6m 以上 
               主たる取付け面                        主たる取付け面 
 
                                 3m 未満 
                                         
                      ａ               ｂ               ｃ 
                                                      
                                同一感知区域 
 
        カ 段違い天井で、感知器の設置場所が下図のように３ｍ未満で細長い場合     

は、前１２－２の細長い居室等の連により設けること。 
                                          3m 未満 
                 
                     
               s    0.6m 以上                        1/2L 
                      主たる取付け面       s                   L は 30m(2 種)             

20m(3 種) 
 
            3m 未満                                  L 以内 
 
                                             
                                            s 
                                                   1/2L 
                 (断面図)                                   (平面図) 
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15－３ 差動式分布型の設置例 
 
        ア 段違いが 0.6ｍ未満の場合 
            下図のように段違いの深さが 0.6ｍ未満であれば平面天井とみなして、     

同一感知区域とすることができる。 
 
                                                             主たる取付け面 
                          
                        0.6m 未満                  0.6m 未満   
                               主たる取付け面 
                               
 
                                            
                      同一感知区域                       同一感知区域 
                                            
 
 
        イ 段違いが 0.6ｍ以上の場合 
            段違いの深さが 0.6ｍ以上であっても、次の場合にあっては、段違い天     

井を１の感知区域とすることができる。 
 
          1) 主たる取付け面より低い段違いが壁面側にある場合 
              主たる取付け面より深さが 0.6ｍ以上の低い段違いが壁面にある場

合、下図(a)のようにその幅が３ｍ未満の場合は同一感知区域とすること
ができる。ただし、下図(b)の用に、その幅が３ｍ以上の場合は、それぞ      
れ別の感知区域とすること。 

 
                     主たる取付け面                    主たる取付け面 
 
             3m 未満                                3m 以上 
                      0.6m 以上                                ℓ   0.6m 以上 
 
 
                                               
              ℓ           L                     ℓ    L    ℓ  
 
 
             同一感知区域とすることができる              a               b 
                                                a、b はそれぞれ別の感知区域 
 
          2) 主たる取付け面より高い段違いが壁面側にある場合 
              下図(a)のように、深さが 0.6ｍ以上の高い段違いが壁側にある場合、      

段違い部分の幅が 1.5ｍ未満の場合は同一感知区域とすることができ
る。 

              ただし、下図(b)のように 1.5ｍ以上の場合は、それぞれ別の感知区域      
とすること。 

 
 
 
                         0.6m 以上                            0.6m 以上 
             1.5m 未満                         ℓ   L  ℓ  
                            主たる取付け面                      主たる取付け面 
                                                        
 
 
                 ℓ         どちらかに設置         1.5m 以上    ℓ  
 
 
             同一感知区域とすることができる            a               b 
                                                a、b はそれぞれ別の感知区域 
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 3) 主たる取付け面より低い段違いが中央にある場合 
    下図(a)のように、深さが 0.6ｍ以上の低い段違いがある場合、その低        

い部分の幅が主要構造部を耐火構造とした防火対象物にあっては６ｍ         
（その他の構造の防火対象物にあっては５ｍ）未満の場合は、同一感知      
区域とすることができる。ただし下図(b)のように低い部分の幅が６(５)      
ｍ以上の場合は、それぞれ別の感知区域とすること。 

 
                主たる取付け面                主たる取付け面 
 
                               0.6m 以上 
 
                                  
              ℓ       L     ℓ    6(5)m 未満 ℓ       L     ℓ  
 
                      a              b              c 
                  a、b 又は b、c は同一感知区域とすることができる。 
                  ただし、空気管は a および c の高い天井面に設置 
                                    (a) 
 
                主たる取付け面                主たる取付け面 
 
                               0.6m 以上 
 
                                  
 
              ℓ       L      ℓ ℓ     L    ℓ  ℓ       L     ℓ  
                              6(5)m 以上               
 
                      a              b              c 
                     a、b、c はそれぞれ別の感知区域 
                                    (b) 
 
          4) 主たる取付け面より高い段違いが中央にある場合 
                下図(a)のように、深さが 0.6ｍ以上の高い段違いがある場合、段違       

い部分の幅が 1.5ｍ未満の場合は同一感知区域とすることができる。        
ただし、下図(b)のようにその幅が 1.5ｍ以上の場合は、それぞれ別       
の感知区域とすること。 

 
                                              
                                             0.6m 以上 
               主たる取付け面                     主たる取付け面 
 
                                 1.5m 未満 
              ℓ                      L                    ℓ  
                      a              b             c 
 
                      同一感知区域とすることができる 
                                    (a) 
 
 
                                              0.6m 以上 
              主たる取付け面                       主たる取付け面 
 
 
              ℓ    L    ℓ  ℓ      L     ℓ  ℓ      L     ℓ  
                   3m 以上         1.5m 以上         3m 以上 
                      
                     a        b              c 
                       a、b、c はそれぞれ別の感知区域 
                                    (b) 
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１６．棚又は張出し等がある場合 
 
16－１ 差動式・定温式・補償式・熱アナログ式スポット型の設置例 
 
         下図のように取付け面から 0.5ｍ未満の部分に棚又は張出しがある場合、    

当該棚又は張出しに相当する天井面の部分には感知器を設けないことがで
きる。 

                               棚又は張出しに相当する天井面には 
                               感知器を設けないことができる 
 
                                0.5m 未満 
 
                               棚又は張出し 
 
 
 
16－２ 煙感知器の設置例 
 
          棚又は張出し等のある場合の感知器の設定については、15－３作動式分布    

型の設置例によること。 
 
 
16－３ 差動式分布型の設置例 
 
          取付け面より 0.5ｍ以上下がった部分に、下図(a)、(b)のように短辺が３    

ｍ以上で、かつ、面積が 20 ㎡以上の棚又は張出し等がある場合は、取付け面    
とは別の感知区域とすること。 

          なお、下図(c)は、当該棚又は張出し等と取付け面との距離が 0.5ｍ未満の    
場合は、当該棚又は張出し等に相当する天井面の部分には、感知器の設置を    
省略することができる。 

                                                  3m 以上 
                          0.5m 以上 
                                            3m      吊り天井部分 
             吊                              以上        20 ㎡以上 
             り    3m 以上 
             天 
             井                                 天井面の空気管へ 
 
 
                                      (a) 
                                             3m 以上    棚又は張出し 
                       0.5m 以上                       部分 20 ㎡以上 
                   
                                                      3m 以上 
      
              3m 以上 
 
                                             天井面の空気管へ 
 
                                      (b)                  
                                                       
                                                         ℓ  
                       0.5m 未満            ℓ                     ℓ  
                                                                 
                                                  L        
            ℓ          L          ℓ  
 
                                                     ℓ  
                                                       
                                      (c) 
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１６－３  欄間等上部に空間のある場合 
 
    欄間等は次の何れかに該当する場合は、同一感知区域とすることができる。 
 
 
例１ 
 
 
 
 
       くうかんっ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
例２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10cm 以上 

Ｌ 

Ｌ／３以上 

40cm 以内 
(空気管･煙は

60cm 以内) 
 

5cm 以上 
 


